
橋本市告示第 63 号 

 

橋本市地区集会所整備等補助金交付要綱の一部を改正する告示を、別紙の

とおり定める。 

  

　　令和 8年 3月 25 日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　          橋本市長　平木　哲朗 

 



橋本市地区集会所整備等補助金交付要綱の一部を改正する告示  

 

橋本市地区集会所整備等補助金交付要綱 (平成 20 年橋本市告示第 102 号 )の一部を次のように改正する。なお、

改正部分は、次の表中下線の部分である。  

 

 改 正 後 改 正 前

 (趣 旨 ) (趣 旨 )

 第 1条 　 こ の 告 示 は 、 地 域 に お け る 生 活 文 化 の 向 上 や 相 互 扶 助

機 能 の 強 化 等 安 全 で 快 適 な 地 域 づ く り の 発 展 及 び 持 続 可 能 な

地 域 運 営 に 資 す る た め 、 区 等 が 地 区 集 会 所 (以 下 「 集 会 所 」

と い う 。 )の 新 築 、 改 修 (改 築 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 )又 は 解 体

を 行 う 際 に 要 す る 経 費 に 対 し 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す

る も の と し 、 そ の 交 付 に 関 し て は 橋 本 市 補 助 金 等 交 付 規 則

(平 成 20年 橋 本 市 規 則 第 8号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 )に 定 め

る も の の ほ か 、 こ の 告 示 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 1条 　 こ の 告 示 は 、 地 域 に お け る 生 活 文 化 の 向 上 や 相 互 扶 助

機 能 の 強 化 等 安 全 で 快 適 な 地 域 づ く り の 発 展 及 び 持 続 可 能 な

地 域 運 営 に 資 す る た め 、 区 等 が 地 区 集 会 所 (以 下 「 集 会 所 」

と い う 。 )の 新 築 、 改 築 (改 修 )又 は 解 体 を 行 う 際 に 要 す る 経

費 に 対 し 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す る も の と し 、 そ の 交

付 に 関 し て は 橋 本 市 補 助 金 等 交 付 規 則 (平 成 20年 橋 本 市 規 則

第 8号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 )に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 告

示 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

 (補 助 対 象 事 業 ) (補 助 対 象 事 業 )

 第 3条 　 補 助 金 の 交 付 対 象 事 業 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。 第 3条 　 補 助 金 の 交 付 対 象 事 業 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。

 (1)　 略 (1)　 略

 (2)　 改 修 　 集 会 所 の 改 修 事 業 (工 事 費 が 30万 円 以 上 の も の に

限 る 。 )

(2)　 改 築 (改 修 )　 集 会 所 の 改 築 (改 修 )事 業 (工 事 費 が 30万 円

以 上 の も の に 限 る 。 )

 (3)　 略 (3)　 略

 (補 助 金 の 額 ) (補 助 金 の 額 )

 第 4条 　 補 助 金 の 額 等 は 、 次 に 掲 げ る 事 業 の 区 分 に 応 じ て 当 該

各 号 に 定 め る と お り と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 補 助 金 の 額

に 1,000円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 金 額 は 切 り

捨 て る も の と す る 。

第 4条 　 補 助 金 の 額 等 は 、 次 に 掲 げ る 事 業 の 区 分 に 応 じ て 当 該

各 号 に 定 め る と お り と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 補 助 金 の 額

に 1,000円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 金 額 は 切 り

捨 て る も の と す る 。

 (1)　 略 (1)　 略

 (2)　 改 修 　 改 修 費 の 3分 の 1に 0.7を 乗 じ た 額 以 内 。 た だ し 、

限 度 額 は 50万 円 と す る 。

(2)　 改 築 (改 修 )　 改 築 (改 修 )費 の 3分 の 1に 0.7を 乗 じ た 額 以

内 。 た だ し 、 限 度 額 は 50万 円 と す る 。

 (3)　 略 (3)　 略



 2　 前 項 各 号 に 規 定 す る 建 築 費 、 改 修 費 及 び 解 体 費 は 、 工 事 (設

計 及 び 監 理 を 含 む 。 )に 係 る 費 用 を い う も の と し 、 備 品 に 関

す る 費 用 は 含 ま な い も の と す る 。 た だ し 、 冷 暖 房 設 備 及 び 屋

外 物 置 (集 会 所 の 用 に 供 す る も の に 限 る 。 )の 購 入 、 改 修 等 に

要 す る 費 用 は 、 建 築 費 又 は 改 修 費 に 含 め る こ と が で き る 。

2　 前 項 各 号 に 規 定 す る 建 築 費 、 改 築 (改 修 )費 及 び 解 体 費 は 、

工 事 (設 計 及 び 監 理 を 含 む 。 )に 係 る 費 用 を い う も の と し 、 備

品 に 関 す る 費 用 は 含 ま な い も の と す る 。 た だ し 、 冷 暖 房 設 備

及 び 屋 外 物 置 (集 会 所 の 用 に 供 す る も の に 限 る 。 )の 購 入 、 改

修 等 に 要 す る 費 用 は 、 建 築 費 又 は 改 築 (改 修 )費 に 含 め る こ と

が で き る 。

 (交 付 の 申 請 ) (交 付 の 申 請 )

 第 5条 　 対 象 区 は 、 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る と き は 、

橋 本 市 地 区 集 会 所 整 備 等 補 助 金 交 付 申 請 書 (様 式 第 1号 )に 次

に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 5条 　 対 象 区 は 、 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る と き は 、

橋 本 市 地 区 集 会 所 整 備 等 補 助 金 交 付 申 請 書 (様 式 第 1号 )に 次

に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

 (1)　 略 (1)　 略

 (2)　 改 修 (2)　 改 築 (改 修 )

 ア 　 改 修 す る 集 会 所 の 位 置 図 ア 　 改 築 (改 修 )す る 集 会 所 の 位 置 図

 イ 　 集 会 所 の 改 修 に 要 す る 経 費 の 見 積 書 イ 　 集 会 所 の 改 築 (改 修 )に 要 す る 経 費 の 見 積 書

 ウ 　 改 修 す る 集 会 所 の 現 況 写 真 ウ 　 改 築 (改 修 )す る 集 会 所 の 現 況 写 真

 エ 　 改 修 に 係 る 区 の 意 思 決 定 が 確 認 で き る 書 類 エ 　 改 築 (改 修 )に 係 る 区 の 意 思 決 定 が 確 認 で き る 書 類

 (3)　 略 (3)　 略

 2　 略 2　 略

 3　 第 1項 の 規 定 に よ る 申 請 を 行 う こ と が で き る 回 数 は 、 対 象 区

ご と に 、 新 築 及 び 改 修 に つ い て は そ れ ぞ れ 1年 度 に つ き 1回 と

し 、 解 体 に つ い て は 1回 限 り と す る 。

3　 第 1項 の 規 定 に よ る 申 請 を 行 う こ と が で き る 回 数 は 、 対 象 区

ご と に 、 新 築 及 び 改 築 (改 修 )に つ い て は そ れ ぞ れ 1年 度 に つ

き 1回 と し 、 解 体 に つ い て は 1回 限 り と す る 。

 (交 付 の 決 定 ) (交 付 の 決 定 )

 第 6条 　 略 第 6条 　 略

 2　 略 2　 略

 3　 市 長 は 、 第 1項 の 規 定 に よ り 新 築 又 は 改 修 に 係 る 補 助 金 の 交

付 を 決 定 す る と き は 、 第 8条 第 2項 の 規 定 に よ る 当 該 補 助 金 の

額 の 確 定 の 通 知 が あ っ た 日 か ら 10年 を 経 過 す る 日 ま で に 当 該

集 会 所 が 集 会 所 の 用 に 供 さ れ な い こ と と な っ た 場 合 は 交 付 さ

れ た 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 す る こ と と す る 旨 の 条 件 を

付 す る も の と す る 。

3　 市 長 は 、 第 1項 の 規 定 に よ り 新 築 又 は 改 築 (改 修 )に 係 る 補 助

金 の 交 付 を 決 定 す る と き は 、 第 8条 第 2項 の 規 定 に よ る 当 該 補

助 金 の 額 の 確 定 の 通 知 が あ っ た 日 か ら 10年 を 経 過 す る 日 ま で

に 当 該 集 会 所 が 集 会 所 の 用 に 供 さ れ な い こ と と な っ た 場 合 は

交 付 さ れ た 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 す る こ と と す る 旨 の

条 件 を 付 す る も の と す る 。

 4　 略 4　 略

 (実 績 報 告 ) (実 績 報 告 )



 第 7条 　 対 象 区 は 、 集 会 所 の 新 築 、 改 修 又 は 解 体 を 終 了 し た と

き は 、 橋 本 市 地 区 集 会 所 整 備 等 補 助 事 業 実 績 報 告 書 (様 式 第 3

号 )に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 対 象 区 が 第 9条 第 2項 及 び 第 3項 に 規 定 す る 概 算

払 を 受 け た と き は 、 各 号 ア に 掲 げ る 書 類 は 不 要 な も の と す

る 。

第 7条 　 対 象 区 は 、 集 会 所 の 新 築 、 改 築 (改 修 )又 は 解 体 を 終 了

し た と き は 、 橋 本 市 地 区 集 会 所 整 備 等 補 助 事 業 実 績 報 告 書

(様 式 第 3号 )に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 対 象 区 が 第 9条 第 2項 及 び 第 3項 に 規 定

す る 概 算 払 を 受 け た と き は 、 各 号 ア に 掲 げ る 書 類 は 不 要 な も

の と す る 。

 (1)　 略 (1)　 略

 (2)　 改 修 (2)　 改 築 (改 修 )

 ア 　 改 修 し た 集 会 所 の 完 成 写 真 ア 　 改 築 (改 修 )し た 集 会 所 の 完 成 写 真

 イ 　 集 会 所 の 改 修 に 要 し た 経 費 の 領 収 書 の 写 し イ 　 集 会 所 の 改 築 (改 修 )に 要 し た 経 費 の 領 収 書 の 写 し

 (3)　 略 (3)　 略

 2　 略 2　 略

 (補 助 金 の 請 求 ) (補 助 金 の 請 求 )

 第 9条 　 略 第 9条 　 略

 2　 市 長 は 、 当 該 対 象 区 が 集 会 所 の 新 築 、 改 修 又 は 解 体 を 行 う

た め 特 別 な 理 由 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 前 2条 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 概 算 払 に よ り 補 助 金 を 交 付 す る こ と が で き る 。

2　 市 長 は 、 当 該 対 象 区 が 集 会 所 の 新 築 、 改 築 (改 修 )又 は 解 体

を 行 う た め 特 別 な 理 由 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 前 2条 の 規 定

に か か わ ら ず 、 概 算 払 に よ り 補 助 金 を 交 付 す る こ と が で き

る 。

 3　 前 項 の 規 定 に よ り 、 対 象 区 が 補 助 金 の 概 算 払 を 受 け よ う と

す る と き は 、 橋 本 市 地 区 集 会 所 整 備 等 補 助 金 概 算 交 付 請 求 書

(様 式 第 6号 。 以 下 「 概 算 交 付 請 求 書 」 と い う 。 )に 次 に 掲 げ

る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

3　 前 項 の 規 定 に よ り 、 対 象 区 が 補 助 金 の 概 算 払 を 受 け よ う と

す る と き は 、 橋 本 市 地 区 集 会 所 整 備 等 補 助 金 概 算 交 付 請 求 書

(様 式 第 6号 。 以 下 「 概 算 交 付 請 求 書 」 と い う 。 )に 次 に 掲 げ

る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

 (1)　 略 (1)　 略

 (2)　 改 修 (2)　 改 築 (改 修 )

 ア 　 改 修 し た 集 会 所 の 完 成 写 真 ア 　 改 築 (改 修 )し た 集 会 所 の 完 成 写 真

 イ 　 集 会 所 の 改 修 に 要 し た 経 費 の 請 求 書 の 写 し イ 　 集 会 所 の 改 築 (改 修 )に 要 し た 経 費 の 請 求 書 の 写 し

 (3)　 略 (3)　 略

 4　 略 4　 略

 (交 付 決 定 の 取 消 し ) (交 付 決 定 の 取 消 し )

 第 11条 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 補 助

金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

第 11条 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 補 助

金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

 (1)・ (2)　 略 (1)・ (2)　 略



 (3)　 新 築 又 は 改 修 に 係 る 補 助 金 の 交 付 決 定 に 係 る 集 会 所 が

集 会 所 の 用 に 供 さ れ な い こ と と な っ た と き (第 8条 第 2項 の

規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 か ら 10年 以 上 経 過 し て い る と き

を 除 く 。 )。

(3)　 新 築 又 は 改 築 (改 修 )に 係 る 補 助 金 の 交 付 決 定 に 係 る 集

会 所 が 集 会 所 の 用 に 供 さ れ な い こ と と な っ た と き (第 8条 第

2項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 か ら 10年 以 上 経 過 し て い

る と き を 除 く 。 )。

 (4)　 略 (4)　 略

 附 　 則 附 　 則

 第 1条 ～ 第 3条 　 略 第 1条 ～ 第 3条 　 略

 (市 が 所 有 す る 施 設 の 移 譲 を 受 け た 区 に 対 す る 補 助 金 の 額 等

に 関 す る 特 例 )

(市 が 所 有 す る 施 設 の 移 譲 を 受 け た 区 に 対 す る 補 助 金 の 額 等

に 関 す る 特 例 )

 第 4条 　 略 第 4条 　 略

 2　 前 項 の 規 定 に よ る 場 合 の 補 助 金 の 額 は 、 建 築 費 又 は 改 修 費

(第 4条 第 2項 に 規 定 す る 費 用 の ほ か 、 前 項 の 移 譲 に 係 る 集 会

所 (以 下 「 移 譲 集 会 所 」 と い う 。 )で 昭 和 56年 5月 以 前 に 旧 耐

震 基 準 (建 築 基 準 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 (昭 和 55年 政

令 第 196号 )に よ る 改 正 前 の 建 築 基 準 法 施 行 令 (昭 和 25年 政 令

第 338号 )に 規 定 す る 構 造 強 度 に 関 す る 規 定 を い う 。 以 下 同

じ 。 )に よ り 建 築 さ れ た も の に つ い て 耐 震 補 強 工 事 を 実 施 す

る 場 合 に あ っ て は 、 耐 震 診 断 に 要 す る 費 用 を 含 む 。 )の 額 に 5

分 の 4を 乗 じ た 額 と し 、 移 譲 集 会 所 に 係 る 次 の 各 号 に 掲 げ る

額 を 合 算 し た 額 を 上 限 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 補 助 金 の

額 に 1,000円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る

も の と す る 。

2　 前 項 の 規 定 に よ る 場 合 の 補 助 金 の 額 は 、 建 築 費 又 は 改 築 (改

修 )費 (第 4条 第 2項 に 規 定 す る 費 用 の ほ か 、 前 項 の 移 譲 に 係 る

集 会 所 (以 下 「 移 譲 集 会 所 」 と い う 。 )で 昭 和 56年 5月 以 前 に

旧 耐 震 基 準 (建 築 基 準 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 (昭 和 55

年 政 令 第 196号 )に よ る 改 正 前 の 建 築 基 準 法 施 行 令 (昭 和 25年

政 令 第 338号 )に 規 定 す る 構 造 強 度 に 関 す る 規 定 を い う 。 以 下

同 じ 。 )に よ り 建 築 さ れ た も の に つ い て 耐 震 補 強 工 事 を 実 施

す る 場 合 に あ っ て は 、 耐 震 診 断 に 要 す る 費 用 を 含 む 。 )の 額

に 5分 の 4を 乗 じ た 額 と し 、 移 譲 集 会 所 に 係 る 次 の 各 号 に 掲 げ

る 額 を 合 算 し た 額 を 上 限 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 補 助 金

の 額 に 1,000円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て

る も の と す る 。

 (1)・ (2)　 略 (1)・ (2)　 略

 3～ 7　 略 3～ 7　 略

 (旧 耐 震 基 準 の 移 譲 対 象 施 設 の 使 用 貸 借 を 行 う 場 合 の 補 助 金 の

額 等 に 関 す る 特 例 )

(旧 耐 震 基 準 の 移 譲 対 象 施 設 の 使 用 貸 借 を 行 う 場 合 の 補 助 金 の

額 等 に 関 す る 特 例 )

 第 4条 の 2　 略 第 4条 の 2　 略

 2　 前 項 の 規 定 に よ る 場 合 の 補 助 金 の 額 は 、 耐 震 補 強 工 事 に 係

る 改 築 費 (耐 震 診 断 に 要 す る 費 用 を 含 む 。 )の 額 に 5分 の 4を 乗

じ た 額 と し 、 附 則 別 表 耐 震 補 強 加 算 額 の 項 に 掲 げ る 額 を 限 度

と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 表 中 「 移 譲 集 会 所 」 と あ る の

は 「 移 譲 対 象 施 設 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

2　 前 項 の 規 定 に よ る 場 合 の 補 助 金 の 額 は 、 耐 震 補 強 工 事 に 係

る 改 築 (改 修 )費 (耐 震 診 断 に 要 す る 費 用 を 含 む 。 )の 額 に 5分

の 4を 乗 じ た 額 と し 、 附 則 別 表 耐 震 補 強 加 算 額 の 項 に 掲 げ る

額 を 限 度 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 表 中 「 移 譲 集 会 所 」

と あ る の は 「 移 譲 対 象 施 設 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

 3　 略 3　 略



　様式第 1号を次のように改める。  

 (改 修 事 業 に 係 る 補 助 率 の 特 例 ) (改 築 (改 修 )事 業 に 係 る 補 助 率 の 特 例 )

 第 5条 　 略 第 5条 　 略

 　



様式第 1号(第 5条関係) 

 

橋本市地区集会所整備等補助金交付申請書 

年　　月　　日　 

　(あて先)橋本市長 

区・自治会名　　　　　　　　　　　　 

代表者住所　　　　　　　　　　　　 

代表者氏名　　　　　　　　　　　　 

 

　橋本市地区集会所整備等補助金交付要綱第 5 条第 1 項の規定により、次のとおり申請し

ます。 

 

補 助 年 度 　　　年度　 補助事業の種別

 

補 助 事 業 等 の 目 的 及 び 内 容

　

 

補 助 事 業 等 の 経 費 所 要 額
 

円　　　　

 
補 助 率

 
交 付 申 請 額 円　　　　

 

補 助 事 業 の 完 了 予 定 年 月 日 年　　　　月　　　　日　　　　

 

添 付 書 類 　



　　　附　則  

この告示は、令和8年 3月 25日から施行する。


